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 現代社会において、情報通信技術（ＩＣＴ）は広範に普及し、その技術は年々加速度

的に高度化、高速化している。行政においても、業務の効率化や住民サービスの向上の

ため、多種多様な業務において情報システムを広く活用しており、もはやＩＣＴは行政

にとって必要不可欠なものとなっている。 

 

 一方、地方自治体の財政状況は引き続き厳しい状況が続いており、人材も限られる中、

各種情報システムの調達・運用コストの増嵩への対応や高い専門性が求められるＩＣＴ

に精通した職員の継続的な確保などは、各自治体における共通の課題となっている。 

 さらに自治体が行う業務は、住民の個人情報を取り扱うことも多く、情報セキュリテ

ィ対策に万全を期すことも重要課題となっていることから、これらの課題の解決に向け、

自治体が力をあわせて、中長期にわたる将来的な行政サービスの維持を見据えた有効な

取組を開始することが必要となっている。 

 

 これらの諸課題に県と市町村が共同・連携して効果的に取り組むため、「鳥取県自治

体ＩＣＴ共同化推進協議会」を設置することとし、クラウド技術を活用した情報システ

ムの共同化によるコスト削減、業務の効率化、情報セキュリティに係る脅威への適切な

対策、ＩＣＴ分野の人材育成などについて具体的な取組を進めることとする。 
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